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対
象
と
な
る
方
は
申
請
を

市
で
は
、
市
内
に
お
住
ま
い
で

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
を

対
象
に
福
祉
医
療
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
制
度
の
適
用
を
受
け

る
に
は
あ
ら
か
じ
め
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、
対
象
と
な
る
方
は
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
い
内
容
や
申
請
に
必
要
な

書
類
な
ど
に
つ
い
て
は
、
担
当
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

（
乳
幼
児
医
療
を
除
く
）

前
年
の
所
得
な
ど
を
も
と
に
８

月
以
降
の
受
給
資
格
の
判
定
を
行

い
、
受
給
資
格
の
あ
る
方
に
新
し

い
受
給
者
証
を
、
な
い
方
に
却
下

通
知
を
７
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

判
定
に
あ
た
り
、
所
得
証
明
な
ど

の
提
出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。
母
子
家
庭
等
医
療
に
つ
い
て

は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。更

新
で
却
下
と
な
っ
た
方
で
も
、

所
得
の
修
正
や
世
帯
構
成
の
変
更

が
あ
っ
た
場
合
、
対
象
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
該
当
す
る
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

昨
年
、
所
得
超
過
に
よ
り
受
給

対
象
外
と
な
っ
た
方
で
も
、
対
象

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
重
度

障
害
老
人
健
康
管
理
費
は
７
月
中

に
、
そ
れ
以
外
は
８
月
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

�

福
祉
介
護
課
（
�
３７１
・
７
２

１
６
）

※
重
度
障
害
老
人
健
康

管
理
費
は
保
険
年
金
課
（
�
３７１
・

７
２
５
４
）
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現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
前
期
高
齢
者
の
方
（
昭

和
７
年
１０
月
１
日
〜
昭
和
１２
年
７

月
１
日
生
ま
れ
）
が
お
持
ち
の
高

齢
受
給
者
証
は
、
７
月
３１
日
で
有

効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
８
月
１
日

以
降
は
、
７
月
中
に
郵
送
な
ど
で

お
届
け
す
る
新
し
い
高
齢
受
給
者

証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
古

い
高
齢
受
給
者
証
は
細
か
く
刻
ん

で
処
分
す
る
か
、
保
険
年
金
課
へ

お
返
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

の
記
載
内
容
に
誤
り
な
ど
が
な
い

か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

�

保
険
年
金
課
資
格
担
当
（
�

３７１
・
７
２
５
２
）

老
人
保
健
及
び
市
老
人
医
療
の

受
給
者
の
う
ち
、
市
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
は
、
入
院
時
に
窓
口
で

支
払
う
一
部
負
担
金
の
１
か
月
あ

た
り
の
上
限
額
が
、
４
万
４
千
４００

円
か
ら
２
万
４
千
６００
円
（
世
帯
収

入
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
は
、

１
万
５
千
円
）に
減
額
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
税
制
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
対
象
者
と
同
一
世
帯
（
他
に
市

民
税
課
税
の
方
が
い
な
い
場
合
）

の
市
民
税
非
課
税
の
方
は
、
本
人

の
み
が
減
額
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

こ
の
減
額
制
度
の
適
用
を
受
け

る
に
は
、
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
、
担
当
課
に
申
請
の
う
え
、

認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。な

お
、市
老
人
医
療
受
給
者（
６５

歳
以
上
７０
歳
未
満
で
、
一
定
の
条

件
に
該
当
す
る
方
）
は
、
事
前
に

健
康
保
険
の
加
入
先
で
「
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

現
在
お
持
ち
の
認
定
証
は
７
月

３１
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
限
度
額
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
方
は
、
８
月
中
に

改
め
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
の
申
請
は
、
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

�
・
申
請

老
人
保
健

保
険
年
金
課
年
金
老

人
保
健
担
当（
�
３７１
・
７
２
５
４
）

老
人
医
療

福
祉
介
護
課
福
祉
医

療
担
当
（
�
３７１
・
７
２
１
６
）

負
担
割
合
が
３
割
の
方
の
う
ち
、

本
人
と
世
帯
内
の
他
の
７０
歳
以
上

（
国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を
お
持

ち
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、

国
保
加
入
の
前
期
高
齢
者
）
の
方

お
よ
び
老
人
保
健
受
給
者
の
前
年

の
収
入
合
計
額
が
６２１
万
円
未
満（
単

身
者
の
と
き
は
４８４
万
円
未
満
）
の

場
合
は
、
収
入
額
に
応
じ
て
、
負

担
割
合
が
１
割
と
な
る
場
合
と
、

負
担
割
合
が
３
割
の
ま
ま
で
自
己

負
担
限
度
額
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
が
認

定
さ
れ
た
場
合
、
申
請
し
た
月
の

翌
月
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

�
・
申
請

高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

保
険
年
金
課
資
格
担
当
（
�
３７１
・

７
２
５
２
）

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方

保
険
年
金
課
年
金
老

人
保
健
担
当（
�
３７１
・
７
２
５
４
）

０歳～小学校就学前の子どもを対象に実施している乳
幼児医療費支給制度が、９月１日から拡充され、名称が
「子ども医療費支給制度」に変わります。

乳幼児医療費支給制度が拡充されます

新しい受給者証を
お送りします

有効期限が平成１９年９月１
日以降の乳幼児医療費受給者
証をお持ちの方には、８月下
旬に子ども医療費受給者証を
お送りします。９月１日以降
に医療機関へかかるときには、
必ず新しい受給者証を提示し
てください。
現在お持ちの受給者証の住
所や氏名などに変更がある方
は、７月中にお届けください。
制度の拡充により、小学生
が入院されるときも、受給者
証を医療機関の窓口に提示す
ると一部負担金が２００円となり
ます。該当するときは、お子
さんの名前が載っている健康
保険証を持参のうえ申請して
ください。（９月から受付開始）

払戻しの申請はお早めに

他府県での受診や、３歳以
上の通院で一部負担金の上限
額を超えたときなどは、申請
により払戻しを行っています。
申請手続きには、乳幼児医
療費受給者証（すでに交付を
受けている方のみ）、お子さん
の名前が載っている健康保険
証、領収書（患者名、診療日、
医療機関名、保険診療点数の
記載されたもの）、預金通帳な
ど振込口座番号のわかるもの
（郵便局は取り扱いできませ
ん）をお持ちください。その
他、印鑑や保険者の医療費支
給証明書が必要な場合があり
ます。
� 福祉介護課福祉担当（�
３７１―７２１４）

国
保
加
入
の
前
期
高
齢
者
の
方
へ

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

負
担
割
合
が
３
割
の
国
保
の
高
齢
受
給
者
証
及
び

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
へ

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

老
人
保
健
・
市
老
人
医
療

入
院
時
一
部
負
担
金
を
減
額
し
ま
す

一部負担金：０歳～３歳未満→１か月１医療機関２００円
３歳～小学校就学前→１人が１か月に受診した通院の合計が３，０００円
（現行８，０００円）を超えた場合、超えた金額を申請により払い戻します。

通
院

対象年齢：０歳～小学校就学前

一部負担金：１か月１医療機関２００円
入
院
対象年齢：０歳～小学校６年生（現行０歳～小学校就学前）

子ども医療費支給制度（ （ ）内は現行の
「乳幼児医療費支給制度」）

有（※）

健康保険の自己負
担額から一部負担
金を差し引いた額
（申請月の初日か
ら適用）

６５歳以上７０歳未満で、次のいずれかに該当する方（所得
制限あり）
�所得税非課税世帯
�寝たきりや一人暮らし、または同居者が親族のみで全
員が６０歳以上１８歳未満または一定の障害者である世帯

老人医療

無健康管理費は、老
人保健医療の一部
負担金相当額（申
請の翌月から適
用）

次のいずれかに該当する方（所得制限あり）
�１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの方
�知能指数（ＩＱ）が３５以下である方
�３級の身体障害者手帳を持ち、ＩＱが５０以下である方
�３歳未満で障害の程度が�～�と同程度の方
＊重度障害老人健康管理費は、老人保健医療（国制度）
を受給している方が対象

重度障害老人
健康管理費

健康保険の自己負
担額（申請月の初
日から適用）

重度心身
障害者医療

無

健康保険の自己負
担額（申請日から
適用）

次のいずれかに該当する方（所得制限あり）
�生計を一にする父親のいない児童
��の児童と生計を一にする母親
�両親のいない児童と、その児童を扶養する２０歳未満の
方など
＊児童は、満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで
の方

母子家庭等
医療

有（乳幼児医療
費支給制度が拡
充されますの記
事の表をご覧く
ださい）

健康保険の自己負
担額から一部負担
金を差し引いた額

小学校就学前までの乳幼児（所得制限なし）
＊９月から、「子ども医療費支給制度」に名称が変わり、
内容が拡充されます。詳しくは、乳幼児医療費支給制
度が拡充されますの記事をご覧ください。

乳幼児医療

一部負担金支給内容対象となる方制度名

重点目標 夏の交通事故防止市民運動 
７月２１日～８月２０日 

●子どもと高齢者の 
交通事故防止 

●自転車乗車中の 
交通事故防止 

●暴走行為等悪質・ 
危険な運転の追放 

※老人保健の一部負担金相当額（１割または３割負担、ただし上限額あり）。市・府民税非課税世帯は、
一部負担金がさらに減額される場合あり。

�老人医療の高額医療費の支給には、毎回申請が必要。必ず領収書を保管し申請してください。
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